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資  料

アルコール依存症者のアルコール依存症診断前後の治療の
健康保険レセプトデータベースを用いた調査

Treatment of Alcohol‒dependent Patients Before and After Diagnosis of Alcohol Dependence 

Using a Health Insurance Receipt Database

田鳥　祥宏 1），小島　慶嗣1），湯本　洋介2）

Yoshihiro Tadori , Yoshitsugu Kojima, Yosuke Yumoto

　【目的】アルコール依存症（ア症）者のア症診断前後各1年間の医療機関受診およびア

症診断後1年間のア症治療を把握する．【方法】株式会社 JMDCの健康保険レセプトデー

タベースを用い，2013年 6月から2018年 2月にア症の診断を有し，診断前1年間にア

症診断のない20歳以上の者の治療を調査した．【結果】分析対象者2,101人の 80.3％が

男性で，平均年齢は47.9 歳で 89.3％がア症診断時外来であった．ほぼすべての分析対象

者がア症診断前1年間に医療機関を受診しており，ア症診断前1年間に分析対象者の半数

以上に ICD—10におけるK00—K93（72.3％），F10.2 を除くF00—F99（68.1％），G00—

G99（60.9％），E00—E90（57.1％），J00—J99（53.3％）の傷病名があり，ア症診断後1

年間も同様であった．抗不安薬，睡眠薬と鎮静薬，ア症用薬の処方は，ア症診断前はそれ

ぞれ分析対象者の34.0％，32.7％，1.1％で，ア症診断後はそれぞれ55.7％，52.5％，

45.3％に増加した．心理社会的療法を受けた分析対象者は，ア症診断前は33.9％でア症

診断後は86.8％に増加した．ア症診断後の分析対象者の77.2％は，ア症治療（ア症用薬

処方または心理社会的療法）が2回以上あり，そのうち入院記録がなかった者は1,040人

で，そのうちの67.7％（704人）は 6ヵ月超にもア症治療があった．併存精神疾患のな

いア症者（729人）の53.1％はア症治療が2回未満であった．【結論】ア症診断を受けた

ア症者のほとんどはア症診断前後各1年間に医療機関を受診しており，約8割は診断後ア

症治療を受け，外来治療のみの者が多かった．併存精神疾患のないア症者はア症診断後に

約半分しかア症治療を受けていなかった．非精神科医でも可能な外来ア症治療は，ア症者

のア症治療率を高める可能性がある．
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は　じ　め　に

　アルコールの使用は多くの病気やけがと因果関係があ

り13），習慣的多量飲酒により生じるアルコール依存症（ア

症）は，社会経済的不利益，身体的および精神的併存疾患

と関連している8,12）．ア症者のア症の治療率が低いことが

報告されており6,12,14,17），本邦でも Osaki, Y.ら11）の訪問面

接による調査でア症者の多くは，過去 1年間に医療機関や

健康診断を受診するが，ほんの一部しかア症の治療を受け

ていないことが報告されている．その要因の 1つとして，

ア症者は医療機関でア症の診断を受けてもア症の治療を受

けていない可能性があるが，本邦でのア症者のア症診断後

のア症の治療率に関しての報告をわれわれは見つけること

ができなかった．また，ア症者のア症診断前後の医療機関

受診を理解することは，ア症者に対して，より適切で効果

的なア症の診断・治療の導入および併存疾患とア症の統合

的治療の提供のための戦略を考えるうえで役立つ可能性が

あるが，本邦でのア症者のア症診断前後の医療受診をまと

めた報告もわれわれは見つけることができなかった．そこ

で，われわれは，一人の患者が複数の医療機関を受診した

場合でも継続的に追跡が可能な健康保険レセプトデータ

ベースを用いて，過去 1年間にア症診断を受けていないア

症者のア症診断前後各 1年間の医療機関受診およびア症診

断後 1年間のア症治療〔ア症用薬（アカンプロサート，シ

アナミド，ジスルフィラム）処方または心理社会的療法

（通院・在宅精神療法，通院集団精神療法，精神科作業療

法，精神科デイ・ケア，精神科デイ・ナイト・ケア，入院

精神療法，入院集団精神療法，入院精神科作業療法）〕を調

査することとした．併存精神疾患をもつア症者はア症治療

の必要性を認識し，ア症治療を求める傾向が高かったこ

と10）や，ア症の外来治療におけるア症用薬処方の治療継続

への影響2）が報告されていることから，併存精神疾患の有

無別のア症治療およびア症の外来治療におけるア症用薬処

方と治療継続に関しても調査した．

Ⅰ．調　査　方　法

1．	データ源

　本調査では，株式会社 JMDCが構築するデータベース

（JMDCデータベース）を用いて調査を実施した．JMDC

データベースは，健康保険組合より寄せられたレセプト

（入院，Diagnosis Procedure Combination，外来，調剤）

データで構成されている9）．分析に用いた期間中の JMDC

データベースの母集団数（保険加入者数）は，2018年 12

月時点の集計で約 300万人であった16）．

2．	分析対象

　分析対象者は，ア症の断酒補助剤のアカンプロサート販

売後，飲酒量低減治療薬のナルメフェン販売前の 2013年

6月から 2018年 2月を組み入れ期間とし，その期間にア

症（ICD‒10の F10.2）の診断がある者とした．組み入れ

期間のはじめての F10.2診断日（診断日）は，ア症の診断

日月の，ア症用薬処方開始日，心理社会的療法開始日，重

度ア症入院医療管理加算，初診料の診療行為の実施日のう

ち最も早い日付とし，いずれも該当するものがない場合に

はその月の 15日とした．なお，ア症の診断日月が疑い病

名でその後に疑い病名がつかなくなった場合（当初は疑い

病名であったが，後日確定病名となった場合）は，はじめ

の疑い病名がついたその月を診断日月とし，診断日月の最

も早いア症治療の日付を診断日（ア症治療がない場合はそ

の月の 15日）とした．除外基準は，診断日時に 20歳未満

の者，診断日前 1年間に F10.2の診断がある者，診断日か

ら 1年間 F10.2疑い病名のみの者，JMDCデータベースで

確認できる期間（健康保険組合に加入している期間）が診

断日前 1年未満または診断後 1年未満の者とした．

3．	調査項目

　ア症診断時の患者背景，ア症診断前 1年間および診断後

1年間の ICD‒10分類別の傷病，ア症診断前 1年間および

診断後 1年間の処方薬物〔ア症用薬，ニコチン依存症用薬

（ATC N07BA01，N07BA03），神経系薬（抗不安薬，ATC 

N05B），睡眠薬と鎮静薬（ATC N05C），鎮痛薬（ATC 

N02），抗うつ薬（ATC N06A），統合失調症薬（ATC 

N 0 5 A），気分安定薬（AT C N 0 5 A N，N 0 3 A F 0 1，

N03AG01，N03AX09），抗てんかん薬（ATC N03），およ

び，神経刺激薬，注意欠陥多動性障害（ADHD）用薬と向

知性薬（ATC N06B）〕，および，ア症診断前 1年間および

診断後 1年間の心理社会的療法について調査した．

4．	分析対象集団のア症の入院および外来治療による区分

　分析対象集団のア症診断後 1年間のア症の入院治療およ

び外来治療記録により，重度ア症入院医療管理加算を算定

された群（重ア入院治療群），入院月にア症治療があるが
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重ア入院治療群に該当しない群（入院治療群），ア症用薬

処方または心理社会的療法のどちらかが 2回以上（各 1回

ずつは除く）実施され入院記録がない群（外来治療のみ

群），入院記録はあるが重ア入院治療群または入院治療群

に該当しないア症用薬処方または心理社会的療法のどちら

かが 2回以上（各 1回ずつは除く）実施された群（外来治

療群），ア症用薬処方および心理社会的療法が 2回未満

（各 1回ずつは含む）であった群（ア症治療なし群）の 5

群に，分析対象者全体およびア症診断後 1年間の併存精神

疾患の有無別で区分した．

5．	外来治療のア症用薬処方および心理社会的療法と治療

継続

　外来治療のみ群を，ア症用薬処方および心理社会的療法

2回以上，ア症用薬処方 1回以下，心理社会的療法 1回以

下に区分し，6ヵ月超にも治療があるかを分析対象者全体

および併存精神疾患の有無別で調査した．

6．	統計解析

　各調査項目の記述統計量を算出した．解析データセット

の構築および解析は，著者らの解析計画に従い，大塚製薬

株式会社の資金提供により，株式会社 CLINICAL STUDY 

SUPPORTが行った．

7．	倫理的配慮

　本調査は，すでに作成されている匿名加工情報のみを用

いた調査であり，「人を対象とする生命科学・医学系研究

に関する倫理指針」の対象外であるが，大塚製薬株式会社

研究開発部門研究倫理委員会の承認を得て行った（承認番

号：221205）．当該研究倫理委員会は，自然科学の有識者，

人文・社会科学の有識者，および研究対象者の観点も含め

て一般の立場から意見を述べることができる者であって，

社内・社外の男女両性の 5名以上で構成されており，厚生

労働省研究倫理審査委員会報告システム（https://rinri.

niph.go.jp/）に登録されている（IRB番号11000155，現在

公開の委員名簿の構成員は本研究承認時とは一部異なる．

承認時の倫理委員会の構成員の職種などは，研究，社会保

険労務士，薬剤師，弁護士，一般，獣医師である）．

Ⅱ．結　　　果

1．	分析対象者の特性

　組み入れ期間中にア症の診断があった 6,117人のうち，

除外基準に合致した 4,016人（重複あり：初診断時に 20

歳未満 6人，診断日前 1年間に F10.2の診断あり 707人，

診断日から 1年間 F10.2疑い病名のみ 3人，JMDCデータ

ベースで確認できる期間が診断日前 1年未満 3,221人と初

診断後 1年未満 1,123人）を除いた 2,101人を分析対象者

とした．分析対象者の特性を表 1に示す．男性が 80.3％

で，保険者区分が本人は男性の 96.6％，女性の 24.2％で

あった．平均年齢（SD）は，全体 47.9歳（10.4），男性

48.8歳（10.3），女性 44.3（9.8）歳で，年齢区分が 20～

39歳，40～49歳，50～59歳の割合は，それぞれ男性では

18.2％，30.9％，36.6％で，女性では 32.4％，37.5％，

24.2％であった．ア症初診断時外来の割合は男性の

89.2％，女性の 89.8％であった．分析対象者の診断時の診

療科は不明が 66.4％で，精神科は 16.4％，一般内科は

8.7％であった．

田鳥・他：アルコール依存症診断前後の治療

表 1　分析対象者の特性

背景因子
アルコール依存症者
（N＝2,101）
n（％）

【性別】

　男性 1,688（80.3）

　女性 413（19.7）

【保険者区分】

　本人 1,731（82.4）

　家族 370（17.6）

【年齢区分】

　20～39歳 442（21.0）

　40～49 歳 676（32.2）

　50～59 歳 717（34.1）

　60～64 歳 167（7.9）

　65～74 歳 99（4.7）

【アルコール依存症診断時入院外来区分】

　外来 1,876（89.3）

　入院 225（10.7）
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2．	ア症診断前 1年間および診断後 1年間の医療機関受診

　分析対象者全体のア症診断前 1年間および診断後 1年間

の ICD‒10分類別の傷病内訳を表 2に示す．ア症診断前 1

年間に，F10.2を除く ICD‒10分類別傷病名（ICD‒10コー

ド）がほとんどの分析対象者にあった．全体の50％以上に

あったのは，消化器系の疾患（K00‒K93），精神および行

動の障害（F10.2を除く F00‒F99），神経系の疾患（G00‒

G99），内分泌，栄養および代謝疾患（E00‒E90），および，

呼吸器系の疾患（J00‒J99）であった．ア症診断後 1年間

にも，F10.2を除く ICD‒10分類別傷病名が分析対象者の

ほとんどにあり，全体の 50％以上に K00‒K93，F10.2を

除く F00‒F99，G00‒G99，E00‒E90，J00‒J99があった．

　分析対象者全体のア症診断前 1年間および診断後 1年間

のF10.2を除くF00‒F99の ICD‒10分類別の傷病内訳を表

3に示す．ア症診断前 1年間に，分析対象者全体の 30％以

上にあったのは，気分［感情］障害（F30‒F39），神経症性

障害，ストレス関連障害および身体表現性障害（F40‒

F48）であった．ア症診断前 1年間に，アルコール使用

〈飲酒〉による精神および行動の障害（F10.2を除く F10）

は分析対象者全体の 10.1％（213人）に，アルコール性肝

疾患（K70）は分析対象者全体の 24.1％（507人）にあっ

た．ア症診断後 1年間に，分析対象者全体の 30％以上に

あったのは，F30‒F39，F40‒F48であった．ア症診断後 1

年間に，F10.2を除く F10は分析対象者全体の 8.9％（187

人）に，K70が分析対象者全体の 24.2％（508人）にあっ

た．

　分析対象者全体のア症診断前 1年間および診断後 1年間

の向精神薬および依存症用薬の処方を表 4に示す．ア症診

断前 1年間に，分析対象者全体の 30％以上に処方があった

のは，抗不安薬，睡眠薬と鎮静薬であった．ア症診断前 1

年間のア症薬処方は 1.1％のみで，ニコチン依存症用薬処

方も 2.0％のみであった．ア症診断後 1年間に，抗不安薬，

睡眠薬と鎮静薬，ア症用薬の処方が，それぞれ 55.7％，

52.5％，45.3％にあった．
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表 2　アルコール依存症診断前 1年間および診断後 1年間の ICD—10 分類別の傷病内訳

ICD—10 分類名称（ICD—10 コード）
診断前 1年間
（N＝2,101）
n（％）

診断後 1年間
（N＝2,101）
n（％）

傷病名あり＊ 2,066（98.3） 2,039（97.0）

感染症および寄生虫症（A00—B99） 734（34.9） 685（32.6）

新生物（C00—D48） 226（10.8） 252（12.0）

血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害（D50—D89） 346（16.5） 352（16.8）

内分泌，栄養および代謝疾患（E00—E90） 1,199（57.1） 1,182（56.3）

精神および行動の障害（F00—F99，F10.2 除く） 1,431（68.1） 1,372（65.3）

神経系の疾患（G00—G99） 1,279（60.9） 1,333（63.4）

眼および付属器の疾患（H00—H59） 575（27.4） 644（30.7）

耳および乳様突起の疾患（H60—H95） 188（8.9） 180（8.6）

循環器系の疾患（I00—I99） 807（38.4） 835（39.7）

呼吸器系の疾患（J00—J99） 1,123（53.5） 1,157（55.1）

消化器系の疾患（K00—K93） 1,518（72.3） 1,529（72.8）

皮膚および皮下組織の疾患（L00—L99） 683（32.5） 726（34.6）

筋骨格系および結合組織の疾患（M00—M99） 886（42.2） 885（42.1）

腎尿路生殖器系の疾患（N00—N99） 398（18.9） 423（20.1）

妊娠，分娩および産じょく〈褥〉（O00—O99） 9（0.4） 11（0.5）

症状，徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの（R00—
R99）

952（45.3） 907（43.2）

損傷，中毒およびその他の外因の影響（S00—T98） 577（27.5） 559（26.6）

健康状態に影響を及ぼす要因および保健サービスの利用（Z00—Z99） 58（2.8） 53（2.5）
＊重複含む，アルコール依存症（F10.2）除く
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　分析対象者全体のア症診断前 1年間および診断後 1年間

の心理社会的療法を表 5に示す．ア症診断前 1年間に，分

析対象者全体の 33.9％に心理社会的療法があり，32.7％に

通院・在宅精神療法があった．ア症診断後 1年間に，分析

対象者全体の 86.8％に心理社会的療法があり，84.9％に通

院・在宅精神療法があった．

田鳥・他：アルコール依存症診断前後の治療

表3　アルコール依存症診断前1年間および診断後1年間の精神および行動の障害のICD—10分類別の傷病内訳

ICD—10 分類名称（ICD—10 コード）
診断前 1年間
（N＝2,101）
n（％）

診断後 1年間
（N＝2,101）
n（％）

精神および行動の障害（F00—F99，F10.2 除く）あり＊ 1,431（68.1） 1,372（65.3）

症状性を含む器質性精神障害（F00—F09） 66（3.1） 75（3.6）

精神作用物質使用による精神および行動の障害（F10—F19，F10.2 除く） 266（12.7） 241（11.5）

統合失調症，統合失調症型障害および妄想性障害（F20—F29） 321（15.3） 402（19.1）

気分［感情］障害（F30—F39） 954（45.4） 987（47.0）

神経症性障害，ストレス関連障害および身体表現性障害（F40—F48） 764（36.4） 712（33.9）

生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群（F50—F59） 77（3.7） 68（3.2）

成人の人格および行動の障害（F60—F69） 25（1.2） 23（1.1）

知的障害〈精神遅滞〉（F70—F79） 4（0.2） 4（0.2）

心理的発達の障害（F80—F89） 5（0.2） 10（0.5）

小児〈児童〉期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害（F90—F98） 27（1.3） 43（2.0）

詳細不明の精神障害（F99） 27（1.3） 18（0.9）
＊重複含む，アルコール依存症（F10.2）除く

表 4　アルコール依存症診断前 1年間および診断後 1年間の向精神薬および依存症用薬の処方

薬剤分類（ATCコード）
診断前 1年間
（N＝2,101）
n（％）

診断後 1年間
（N＝2,101）
n（％）

アルコール依存症用薬あり＊ 23（1.1） 952（45.3）

　アカンプロサート（N07BB03） 13（0.6） 598（28.5）

　シアナミド 8（0.4） 314（14.9）

　ジスルフィラム（N07BB01） 4（0.2） 256（12.2）

ニコチン依存症用薬（N07BA01，N07BA03） 42（2.0） 44（2.1）

神経系薬あり＊ 1,229（58.5） 1,663（79.2）

抗不安薬（N05B） 715（34.0） 1,170（55.7）

睡眠薬と鎮静薬（N05C） 687（32.7） 1,104（52.5）

鎮痛薬（N02） 521（24.8） 580（27.6）

抗うつ薬（N06A） 487（23.2） 702（33.4）

統合失調症薬（N05A） 303（14.4） 532（25.3）

気分安定薬（N05AN，N03AF01，N03AG01，N03AX09） 155（7.4） 214（10.2）

抗てんかん薬（N03） 151（7.2） 206（9.8）

神経刺激薬，注意欠陥多動性障害（ADHD）用薬と向知性薬（N06B） 6（0.3） 13（0.6）
＊重複含む
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3．	ア症診断後 1年間のア症治療

　分析対象者全体および併存精神疾患の有無別のア症診断

後 1年間のア症治療区分を表 6に示す．分析対象者全体の

9.9％は重ア入院治療群，11.5％は入院治療群，49.5％は外

来治療のみ群，6.3％は外来治療群，22.8％はア症治療なし

群であった．ア症治療なし群の割合は併存精神疾患の有無

で大きく異なっており，また，ア症治療なし群の 80.8％は

併存精神疾患なしであった．重ア入院治療群および入院治

療群の 89.9％および 92.5％は併存精神疾患ありであった．

外来治療のみ群および外来治療群の 74.2％および 73.7％

は併存精神疾患ありであった．ア症治療あり（1,622人）

の 64.1％は入院記録のない外来治療のみ群であった．

　重ア入院治療群および入院治療群のア症診断後の初回入

院までの日数，初回入院日数，年間入院日数の中央値（四

分位範囲）は，重ア入院治療群で 11（49），77（53），85

（34），入院治療群で 3（24），26（52），37（65）であっ

た．外来治療のみ群および外来治療群のア症用薬処方あり

の人数（％）とその処方回数の中央値（四分位範囲）は，

外来治療のみ群で 575人（55.3），4（9），外来治療群で 80

人（60.2），6（9）であった．外来治療のみ群および外来

治療群の心理社会的療法ありの人数（％）とその回数の中

央値（四分位範囲）は，外来治療のみ群で 1,023人

（98.4），11（13），外来治療群で 129人（97.0），10（12）

であった．ア症治療なし群（479人）のア症用薬処方が 1

回あった人数（％）は 67人（14.0），心理社会的療法が 1

回あった人数（％）は 223人（46.6）であった．

　外来治療のみ群の全体および併存精神疾患有無別のア症

用薬処方および心理社会的療法と治療継続について表 7に

示す．併存精神疾患ありのほうが併存精神疾患なしよりも

6ヵ月超にもア症治療ありの割合が高かった．全体および

併存精神疾患有無別のア症用薬処方および心理社会的療法

2回以上の区分の 6ヵ月超にもア症治療ありの割合は全体

で 76.3％，併存精神疾患ありで 83.8％，併存精神疾患なし

で 51.0％であり，ア症用薬処方 1回以下の区分の 6ヵ月超

にもア症治療ありの割合（それぞれ 62.2％，73.9％，

30.0％）よりも高かった．心理社会的療法 1回以下の区分

の人数は少なかった．

Ⅲ．考　　　察

　本調査は，われわれが知る限り，健康保険レセプトデー

タベースを活用してア症の診断を受けたア症者のア症診断

前後各 1年間の治療実態を調査した日本で初めてのもので

ある．その結果，ア症の診断を受けたア症者のほぼすべて

がア症診断前 1年間に医療機関を受診しており，ア症診断

前1年間にア症者の半数以上は消化器系，精神系，神経系，

精神経誌（2025）第 127巻　第 4号

表 5　	アルコール依存症診断前1年間および診断後1年間の
心理社会的療法

診断前 1年間
（N＝2,101）
n（％）

診断後 1年間
（N＝2,101）
n（％）

心理社会的療法あり＊ 712（33.9） 1,823（86.8）

通院・在宅精神療法 686（32.7） 1,783（84.9）

入院精神療法 86（4.1） 445（21.2）

精神科作業療法 32（1.5） 287（13.7）

精神科デイ・ケア 13（0.6） 109（5.2）

入院集団精神療法 4（0.2） 84（4.0）

精神科デイ・ナイト・ケア 1（0.0） 40（1.9）

通院集団精神療法 0（0.0） 6（0.3）
＊重複含む

表 6　	分析対象者全体および併存精神疾患の有無別のアルコー
ル依存症診断後1年間のアルコール依存症治療区分

全体
（N＝2,101）
n（％）

併存精神疾患
あり

（n＝1,372）
n（％）

併存精神疾患
なし

（n＝729）
n（％）

重ア入院治療群 208（9.9） 187（13.6） 21（2.9）

入院治療群 241（11.5） 223（16.3） 18（2.5）

外来治療のみ群 1,040（49.5） 772（56.3） 268（36.8）

外来治療群 133（6.3） 98（7.1） 35（4.8）

ア症治療なし群 479（22.8） 92（6.7） 387（53.1）

重ア入院治療群：重度アルコール依存症入院医療管理加算を算定
された群；入院治療群：入院月にア症用薬（アカンプロサート，
シアナミド，ジスルフィラム）処方または心理社会的療法（通
院・在宅精神療法，通院集団精神療法，精神科作業療法，精神科デ
イ・ケア，精神科デイ・ナイト・ケア，入院精神療法，入院集団精
神療法，入院精神科作業療法）があるが重ア入院治療群に該当し
ない群；外来治療のみ群：ア症用薬処方または心理社会的療法の
どちらかが2回以上（各1回ずつは除く）実施され入院記録がない
群；外来治療群：入院記録はあるが重ア入院治療群または入院治
療群に該当しないア症用薬処方または心理社会的療法のどちらか
が2回以上（各1回ずつは除く）実施された群；ア症治療なし群：
ア症用薬処方および心理社会的療法が 2回未満（各 1回ずつは含
む）であった群．
併存精神疾患：精神および行動の障害（ICD—10 の F10.2 を除く
F00—F99）
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内分泌系，および，呼吸器系の疾患の治療を受けており，

診断後も半数以上は同様の治療を受けていたことが明らか

になった．Osakiら11）の報告同様，ア症者の多くは医療機

関を受診しており，また，Odlaug, B. L.ら8）や Rehm, 

J.ら12）の報告同様に，ア症者は併存疾患をもつ可能性が高

いことが示された．Akazawa, M.ら1）は，東京都内の総合

病院の外来患者を対象に自己報告式の質問紙を用いてア症

疑いの有病率を調査し，総合病院の中年男性外来患者を対

象とした問題飲酒の評価が，アルコール使用障害への早期

介入のための効率的な戦略である可能性を示唆した．本調

査でもア症者は，多くはア症診断前に医療機関を受診して

おり，外来でのア症診断が多く，40～59歳の男性が多かっ

たことから，医療機関での中年男性外来患者を対象とした

ア症スクリーニングが，ア症者のアルコール使用に起因す

る病気やけがを減らすための早期介入の効率的な戦略であ

る可能性が示唆された．ア症診断前に身体科の治療を受け

ていたア症者が多かったことから，身体科の医師・コメ

ディカルによるア症スクリーニングがア症者の早期発見に

有用と思われる15）．

　本調査では，ア症診断後にア症者の約 8割がア症治療を

受けており，外来治療のみの者が多いことが示された．特

に精神疾患を併存しているア症者は，ほとんどがア症治療

を開始し，外来でのア症治療継続率も高いことが示され，

Oleski, J.ら10）の報告同様に，併存精神疾患があるア症者の

ア症治療率は併存精神疾患がないア症者よりも高いことが

示された．本調査のア症者の 7割は併存精神疾患をもって

おり（表 2），ア症診断前から精神科で治療を受けていたと

思われ，ア症診断後に心理社会的療法ありの 9割のア症者

（表 5）の多くはア症診断前から精神科で治療を受けてい

たと思われる．本邦で行われた飲酒量低減薬のナルメフェ

ンの外来減酒治療の臨床試験5）および断酒補助剤のアカン

プロサートの入院断酒治療後の退院後の外来での断酒維持

の臨床試験3）では，精神疾患を併存していないア症者を対

象に薬物療法の有用性を示しており，精神疾患を併存して

いないがア症治療を希望しているア症者は治療開始率およ

び治療継続率が高いことは臨床試験で示されている．本調

査で併存精神疾患のないア症者でア症治療を受ける率が低

かった理由としては，併存精神疾患のないア症者はア症治

療を希望する率が低く，ア症治療をする医療機関を紹介さ

れても治療を受けに行かない率が高いなど，治療への動機

づけの問題，もしくは，精神科以外ではア症治療が開始さ

れる率が低いなどの可能性が考えられる．併存精神疾患の

ないア症者の飲酒関連問題を減らすためには，ア症者のア

症以外の治療にかかわっている非精神科医・コメディカル

でも可能な外来ア症治療（減酒治療）の導入が必要と思わ

れる15）．

　本調査では，ア症治療の中心は心理社会的療法であり，

ア症用薬処方による薬物療法が行われるのはア症者の半分

程度であることが示されたが，ア症用薬処方が 2回以上

あった区分のほうがア症用薬処方 1回以下の区分よりも

6ヵ月超にもア症治療ありの割合が高かったことから，ア

症用薬処方がア症者の外来治療の治療継続を高める可能性

田鳥・他：アルコール依存症診断前後の治療

表 7　	アルコール依存症診断後1年間外来治療のみ群の全体および併存精神疾患有無別のアルコール依
存症用薬処方および心理社会的療法と治療継続

全体
（n＝1,040）
n（％）

併存精神疾患あり
（n＝772）
n（％）

併存精神疾患なし
（n＝268）
n（％）

ア症用薬処方および心理社会的療法 2回以上 455（43.8） 351（45.5） 104（38.8）

ア症用薬処方 1回以下 564（54.2） 414（53.6） 150（56.0）

心理社会的療法 1回以下 21（2.0） 7（0.9） 14（5.2）

6ヵ月超にもア症治療あり 704（67.7） 603（78.1） 101（37.7）

　ア症用薬処方および心理社会的療法 2回以上 347（33.4） 294（38.1） 53（19.8）

　ア症用薬処方 1回以下 351（33.8） 306（39.6） 45（16.8）

　心理社会的療法 1回以下 6（0.6） 3（0.4） 3（1.1）

外来治療のみ群：ア症治療〔ア症用薬（アカンプロサート，シアナミド，ジスルフィラム）処方または心理社会
的療法（通院・在宅精神療法，通院集団精神療法，精神科作業療法，精神科デイ・ケア，精神科デイ・ナイト・
ケア，入院精神療法，入院集団精神療法，入院精神科作業療法）〕のどちらかが 2回以上（各 1回ずつは除く）実
施され入院記録がない群
併存精神疾患：精神および行動の障害（ICD—10 の F10.2 を除く F00—F99）
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が Fonsi Elbreder, M.ら2）の報告同様に示唆された．

　併存精神疾患のないア症者のア症診断後のア症治療開始

率および治療継続率が低いことが明らかになったが，精神

疾患以外の併存疾患の治療は維持されている可能性があ

り，その医療機関で同時に実施可能な外来でのア症の治療

（例えば外来での飲酒量低減治療4,7））が行われた場合，ア

症の治療の導入・継続率が高まる可能性がある．精神科以

外でも実施可能な外来での飲酒量低減治療は，精神科での

入院断酒治療を希望していないア症者のア症の治療への障

壁を下げる可能性があり，併存精神疾患のないア症者に必

要とされている可能性がある．

本調査の限界

　本調査はレセプトデータをもとにした情報を用いた研究

であるため，ア症診断時のア症者のア症の重症度やア症治

療の希望の有無，診断時の医師のア症患者への治療の動機

づけやア症治療専門機関への紹介について考慮することが

できない．レセプト（傷病名）と診療科が紐づかない場合

が多い．また，レセプトにより病名を特定していることか

ら，保険請求のためのレセプトの発行によるバイアスが含

まれた分析結果となっている．薬物療法に関しても，薬物

の処方記録しかないため，ア症者が処方薬を実際に服薬し

たかは確認できず，また，実施された心理社会的療法がア

症治療のためかどうかの特定ができないため，実際の治療

状況から偏っている可能性がある．組み入れ期間にア症の

診断を有し，診断前 1年間にア症診断のないア症者を分析

対象者としたが，診断前 1年以上前のア症診断およびア症

治療は不明であり，初めてのア症治療でないア症者も含ま

れていると思われる．

　また，本研究は健康保険組合加入者とその家族のデータ

であるため，健康保険組合に含まれない国民健康保険の加

入者や生活保護者などの患者はカバーしておらず，また，

65歳以上のデータは少なく，経済的にもある程度安定して

いる世帯を中心とした調査結果を示している．

お　わ　り　に

　本調査で得られた所見より，ア症の診断を受けたア症者

のほぼすべてがア症診断前 1年間に医療機関を受診してお

り，ア症診断後も併存疾患の治療を受けており，併存精神

疾患のないア症者のア症治療率は低いことから，精神科以

外でも可能な外来でのア症の治療が，ア症者のア症の治療

率を高める可能性が示唆された．
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田鳥・他：アルコール依存症診断前後の治療

Treatment of Alcohol‒dependent Patients Before and After Diagnosis 
of Alcohol Dependence Using a Health Insurance Receipt Database

Yoshihiro TADORI, Yoshitsugu KOJIMA, Yosuke YUMOTO

1）Department of Medical Affairs, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

2）National Hospital Organization Kurihama Medical and Addiction Center

　　Aim：We investigated the treatment patterns of alcohol‒dependent patients one year 

before and after the diagnosis of alcohol dependence, as well as the treatment for alcohol 

dependence these patients received in the year following diagnosis.

　　Methods：We used the health insurance receipt database of JMDC, Inc.（Japan）. The 

inclusion criteria were individuals aged 20 years or older who were diagnosed with alcohol 

dependence between June 2013 and February 2018, with no prior diagnosis of alcohol depen-

dence in the preceding year.

　　Results：We analyzed 2,101 subjects, of whom 80.3％ were male with a mean age of 

47.9 years, and 89.3％ were outpatients at the time alcohol dependence was diagnosed. Nearly 

all subjects had visited a medical institution in the year before their diagnosis of alcohol depen-

dence. More than half were diagnosed with disorders under the ICD‒10 codes K00‒K93

（72.3％）, F00‒F99（excluding F10.2；68.1％）, G00‒G99（60.9％）, E00‒E90（57.1％）, 
and J00‒J99（53.3％）. A similar distribution was observed during the first year following the 

diagnosis of alcohol dependence. Anxiolytics, hypnotics and sedatives, and medications for 

alcohol dependence were prescribed to 34.0％, 32.7％, and 1.1％ of the subjects, respectively, 

before diagnosis. After diagnosis, these increased to 55.7％, 52.5％, and 45.3％, respectively. 

Furthermore, the percentage of subjects who received psychosocial therapy increased from 

33.9％ before diagnosis of alcohol dependence to 86.8％ after diagnosis. After diagnosis, 

77.2％ of the subjects had two or more treatments for alcohol dependence（prescriptions of 

medications for alcohol dependence or psychosocial therapy）. Of these, 1,040 subjects had no 

record of hospitalization；however, 704（67.7％）were treated for alcohol dependence for 
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more than 6 months. Of the 729 subjects without comorbid psychiatric disorders, 53.1％ 

received fewer than two treatments for alcohol dependence.

　　Conclusion：Most of the individuals diagnosed with alcohol dependence visited a medi-

cal institution during the year both before and after their diagnosis. Approximately 80％ 

received treatment for alcohol dependence after diagnosis, with outpatient treatment being the 

most common approach. Among those without comorbid psychiatric disorders, about half 

received treatment for alcohol dependence after diagnosis. Outpatient treatment, which can be 

provided by non‒psychiatrists, has the potential to increase treatment rates among alcohol‒
dependent patients.
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